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船舶事故調査報告書 
 

                              平成２７年４月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（橋脚） 

発生日時 平成２６年１０月２１日  ０９時５０分ごろ 

発生場所 山口県宇部市宇部港（興産大橋Ｐ５橋脚） 

 宇部港西防波堤灯台から真方位２８５°１,６００ｍ付近 

（概位 北緯３３°５６.４９′ 東経１３１°１２.８７′） 

事故調査の経過 平成２６年１０月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船  盛輝
せ い き

丸、４９８トン 

 １４０３８９、井下海運株式会社 

 ７６.１２ｍ×１２.３０ｍ×７.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１８年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

  四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５９年２月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年６月２５日 

    免状有効期間満了日 平成３１年２月９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船  左舷船尾部外板及び甲板に凹損、同部ハンドレールに曲損、同

部フェアリーダー１台が破損 

橋脚  側面コンクリートが欠損 

 事故の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、宇部港内にある沖の山石炭第１

出荷桟橋に出船左舷着けで着桟して石炭約１,５００ｔの積荷役を終

え、船長が操舵につき、船首尾に乗組員各２人をそれぞれ配置し、平

成２６年１０月２１日０９時４５分ごろ離桟作業を開始した。 

船長は、右舷側の錨を揚げた後、興産大橋に向けて西進を始め、次

の着桟船と右舷を対して船間距離約３０ｍで通過した頃、興産大橋の

橋脚間に向首していたので、いつもどおりＰ５橋脚とその東側のＰ６

橋脚間の通航予定水路に向かっているものと思った。 

船長は、約７ノットの対地速力で西南西進しながら興産大橋に接近

中、通航予定水路への進入角度がいつもと異なることに違和感を持
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ち、更に接近したところでＰ５橋脚とその西側のＰ４橋脚との間の水

路（以下「本件水路」という。）に向かっていることに気付いた。 

船長は、本船の船首がＰ５橋脚に近かったので、その場で主機を後

進にかければ、船体がＰ５橋脚に接触すると思い、いったんＰ５橋脚

を通過して反転することとした。 

船長は、主機のクラッチを中立として前進惰力により、本船の船尾

がＰ５橋脚を約１０ｍ離して通過したところで、右回頭して反転しよ

うとし、バウスラスタを右（船首を右に回頭させる操作）一杯とする

とともに右舵一杯に取り、主機を全速力後進とした。 

本船は、Ｐ５橋脚に船尾を向けて興産大橋の下で同大橋と平行にな

った頃、船長が、船尾配置の乗組員から、Ｐ５橋脚までの距離が約１

５～２０ｍとの報告を受け、その状況を確認し、舵を中央として主機

を全速力前進としたが、０９時５０分ごろ左舷船尾部がＰ５橋脚に衝

突した。 

本船は、その後、前進しながら右転して通航予定水路を通過した

後、港内の安全な海域に停泊し、乗組員によって損傷状況が確認され

て航行に支障がないことが分かり、船長が関係各所に電話連絡を行っ

た上で次港に向けて航行を再開した。 

（付図１  事故発生経過概略図、写真１  沖の山石炭第１出荷桟橋か

ら興産大橋を臨む、写真２  本船損傷状況、写真３  Ｐ５橋脚損傷

状況  参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  南東、風力  １、視界 良好 

海象：海上  平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高  約２１０cm 

 その他の事項 船長は、本事故以前、宇部港における出入航経験が１００回程度あ

り、うち半分程度は興産大橋の下を通過しての出入航であった。 

船長は、本事故時、ＧＰＳプロッターを０.７５海里レンジで使用

していたが、港内では、専ら目視によって操船していた。 

船長は、離桟後、次の着桟船との通過距離が近くなることに注意を

向けていた。 

船長は、本件水路で乗り揚げなかったので、興産大橋の西側海域で

左転して本来の進路に向かうことも考えたが、船首方に存在するのり
．．

養殖施設が近くに見え、同養殖施設に進入する危険を感じ、反転して

通航予定水路を航行することとした。 

船長は、本件水路で反転中、船首とＰ４橋脚との距離が把握しづら

いと感じていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、宇部港内の本件水路において、船長が、右回頭して反転し
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ようとし、Ｐ５橋脚に船尾を向けながら後進を続けたことから、Ｐ５

橋脚との接近に気付いて主機を全速力前進にかけたものの、Ｐ５橋脚

に衝突したものと考えられる。 

船長は、船首とＰ４橋脚との距離に注意を向けていたことから、船

尾とＰ５橋脚との接近距離への注意が希薄になっていたものと考えら

れる。 

本事故時、本船では、ＧＰＳプロッターに入航時の航跡が表示され

ていたことから、船長が、ＧＰＳプロッターの画面を見れば、入航時

の航跡との違いに気付き、本件水路への進入を回避できた可能性があ

ると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、宇部港内の本件水路において、船長が、右回頭

して反転しようとし、Ｐ５橋脚に船尾を向けて後進を続けたため、Ｐ

５橋脚との接近に気付いて主機を全速力前進にかけたものの、Ｐ５橋

脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時、見張りを適切に行うこと。 

・ＧＰＳプロッター等の航海計器を有効に活用し、船位の確認を確

実に行うこと。 

・通過する橋脚の表示を確認すること。 

・構造物周辺で反転等の操船を行う場合、船長は、各配置の乗組員

に対して操船意図を明確に伝え、構造物との接近距離等の情報を

随時報告させる態勢をとることが望ましい。 

 



 

 

付図１  事故発生経過概略図 
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宇部市 

事故発生場所 

（平成２６年１０月２１日 

  ０９時５０分ごろ発生） 

沖の山石炭第１出荷桟橋 

のり養殖漁業区画 

この付近で次の着桟船を通過 
Ｐ６橋脚 

Ｐ４橋脚 

Ｐ５橋脚 

のり養殖漁業区画 



 

 

写真１  沖の山石炭第１出荷桟橋から興産大橋を臨む 
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Ｐ２橋脚 Ｐ３橋脚 Ｐ４橋脚 Ｐ６橋脚 
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写真２  本船損傷状況 

 

 
 

 

写真３  Ｐ５橋脚損傷状況 
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